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告 示

北海道告示第226号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成30年３月23日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　落札に係る物品等の名称及び数量
　⑴　パーソナルコンピュータの購入　　319台
　⑵　パーソナルコンピュータの購入　　268台
　⑶　パーソナルコンピュータの購入　　251台
　⑷　パーソナルコンピュータの購入　　292台
　⑸　パーソナルコンピュータの購入　　 ９台
　⑹　パーソナルコンピュータの購入　　 １台
２　落札を決定した日
　　平成30年２月５日
３　落札者の氏名及び住所

　⑴　１の⑴、⑵及び⑷
　　ア　氏　名　　大丸株式会社
　　イ　住　所　　札幌市中央区南１条西３丁目２番地
　⑵　１の⑶、⑸及び⑹
　　ア　氏　名　　北海道オフィス・マシン株式会社
　　イ　住　所　　札幌市中央区大通西16丁目３番地
４　落札金額
　⑴　　34,383,096円
　⑵　　29,783,376円
　⑶　　27,772,146円
　⑷　　27,057,888円
　⑸　　 1,409,400円
　⑹　　   270,000円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成30年１月９日付け北海道告示第17号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道総合政策部情報統計局情報政策課
　⑵　所在地　　札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第227号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成30年３月23日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　落札に係る物品等の名称（１月当たりの単価）及び数量
　　パーソナルコンピュータの賃貸借　　298台分　一式
２　落札を決定した日
　　平成30年２月５日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　北海道オフィス・マシン株式会社
　⑵　住　所　　札幌市中央区大通西16丁目３番地
４　落札金額
　　579,312円
５　契約の相手方を決定した手続
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　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成30年１月９日付け北海道告示第18号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道総合政策部情報統計局情報政策課
　⑵　所在地　　札幌市中央区北３条西６丁目

北海道告示第228号
　土地改良法（昭和24年法律第195号）第88条第１項の規定により、道営土地改良（むかわ
地区（農業用用排水施設））事業の土地改良事業変更計画を定めた。
　その関係書類は、北海道胆振総合振興局に備え置いて、平成30年３月27日から20日間、一
般の縦覧に供する。
　　平成30年３月23日

北海道知事　高　橋　はるみ

北海道告示第229号
　森林法（昭和26年法律第249号）第26条の２第２項の規定により、次のように保安林の指
定を解除する予定である。
　　平成30年３月23日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　解除予定保安林の所在場所　 　河東郡士幌町字上音更262（次の図に示す部分に限

る。）
２　保安林として指定された目的　　風害の防備
３　解 除 の 理 由　　用排水路用地とするため
　（「次の図」は、省略し、その図面を北海道十勝総合振興局産業振興部林務課及び士幌町
役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第230号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の２の規定により、次のように保安林の指定施業
要件を変更する。
　　平成30年３月23日

北海道知事　高　橋　はるみ
１⑴　指定施業要件の変更に係る保　　小樽市（次の図に示す部分に限る。）
　　　安林の所在場所
　⑵　保安林として指定された目的　　水源の涵

かん

養

　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐に係る伐採種は、定めない。
　　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種　　次のとおりとする。
２⑴　指定施業要件の変更に係る保　　厚岸郡厚岸町（次の図に示す部分に限る。）
　　　安林の所在場所
　⑵　保安林として指定された目的　　土砂の流出の防備
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　主伐は、択伐による。
　　　イ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　ウ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
３⑴　指定施業要件の変更に係る保　　厚岸郡厚岸町（次の図に示す部分に限る。）
　　　安林の所在場所
　⑵　保安林として指定された目的　　土砂の崩壊の防備
　⑶　変 更 後 の 指 定 施 業 要 件
　　ア　立 木 の 伐 採 の 方 法
　　　ア　次の森林については、主伐に係る立木の伐採を禁止する。
　　　　　厚岸町（次の図に示す部分に限る。）
　　　イ　その他の森林については、主伐は、択伐による。
　　　ウ 　主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市

町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
　　　エ　間伐に係る森林は、次のとおりとする。
　　イ　立 木 の 伐 採 の 限 度　　次のとおりとする。
　（「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を関係総合振興局産
業振興部林務課並びに小樽市役所及び厚岸町役場に備え置いて縦覧に供する。）

北海道告示第231号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第30条の２の規定によ
る保安林の指定施業要件の変更の予定の通知に係る次の者の所在が不分明なので、同法第
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189条の規定により、その通知の内容を豊浦町役場の掲示場に掲示した。
　　平成30年３月23日

北海道知事　高　橋　はるみ
１　通 知 の 内 容　　平成30年北海道告示第149号
２　所在が不分明な者　　渡部　喜市

北海道告示第232号
　森林法（昭和26年法律第249号）第33条の３において準用する同法第33条第６項において
準用する同条第３項の規定による保安林の指定施業要件の変更の通知に係る次の者の所在が
不分明なので、同法第189条の規定により、その通知の内容を次のとおり掲示した。
　　平成30年３月23日

北海道知事　高　橋　はるみ
１⑴　通 知 の 内 容　　平成30年北海道告示第175号
　⑵　所在が不分明な者　　菊地　栄悦
　⑶　掲 示 場 所　　北斗市役所
２⑴　通 知 の 内 容　　平成30年北海道告示第175号
　⑵　所在が不分明な者　 　東谷　綱太郎、東谷　藤太郎、東谷　竹藏、佐野　昇、平館　

秀藏、阿部　芙美子、平館　玉太郎
　⑶　掲 示 場 所　　森町役場

総合振興局告示及び振興局告示

北海道オホーツク総合振興局告示第70号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成30年３月23日

北海道オホーツク総合振興局長　根布谷　禎　一
１　落札に係る物品等の名称（１月当たりの単価）及び数量
　　乗用自動車の賃貸借　　１台　一式
２　落札を決定した日
　　平成30年３月12日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　北見三菱自動車販売株式会社
　⑵　住　所　　北見市本町５丁目10番25号
４　落札金額
　　31,320円

５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成30年２月27日付け北海道オホーツク総合振興局告示第57号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道オホーツク総合振興局総務課
　⑵　所在地　　網走市北７条西３丁目

道 人 事 委 員 会 規 則

　公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部を改正する規則をここに公布
する。
　　平成30年３月23日

北海道人事委員会委員長　鍬　田　信　知
北海道人事委員会規則16－30
　　　公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則の一部を改正する規則
　公益的法人等への北海道職員等の派遣等に関する規則（北海道人事委員会規則16－１）の
一部を次のように改正する。
　別表第１中２の項を次のように改める。
２　公益財団法人アイヌ民族文化財団
　同表中６の項を削り、３の項から５の項までを１項ずつ繰り下げ、２の項の次に次の１項
を加える。
３　公益財団法人ラグビーワールドカップ2019組織委員会
　同表中14の項を削り、15の項を14の項とし、16の項を15の項とし、18の項を16の項とし、
17の項を削り、19の項を17の項とし、同表に次の２項を加える。
18　日本赤十字社
19　全国知事会
　　　附　則
　この規則は、平成30年４月１日から施行する。

道 警 察 本 部 告 示

北海道警察本部告示第145号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成30年３月23日
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北海道警察本部長　和　田　昭　夫
１　落札に係る物品等の名称及び調達予定数量
　　警察本部庁舎で使用する電力
　⑴　基本料金（契約電力１kW当たりの単価） 1,500kW
　⑵　電力量料金（使用電力量１kWh当たりの単価）　　7,507,830kWh
２　落札を決定した日
　　平成30年１月25日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　株式会社F-Power
　⑵　住　所　　東京都港区六本木１丁目８番７号
４　落札金額
　⑴　基本料金　　　510.84円
　⑵　電力量料金　　 16.30円
５　契約の相手方を決定した手続
　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成29年12月12日付け北海道警察本部告示第528号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道警察本部総務部施設課
　⑵　所在地　　札幌市中央区北２条西７丁目

北海道警察本部告示第146号
　次のとおり一般競争入札により落札者を決定した。
　　平成30年３月23日

北海道警察本部長　和　田　昭　夫
１　落札に係る特定役務の名称（１件当たりの単価）及び調達予定数量
　　自動車保管場所データ入力業務　　339,923件
２　落札を決定した日
　　平成30年３月９日
３　落札者の氏名及び住所
　⑴　氏　名　　一般財団法人北海道交通安全協会
　⑵　住　所　　札幌市北区北30条西６丁目４番18号
４　落札金額
　　230円
５　契約の相手方を決定した手続

　　一般競争入札
６　一般競争入札の公告
　　平成30年１月23日付け北海道警察本部告示第24号
７　契約に関する事務を担当する組織の名称及び所在地
　⑴　名　称　　北海道警察本部総務部会計課
　⑵　所在地　　札幌市中央区北２条西７丁目
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